
第１回 嘉瀬川水系流域治水協議会、松浦川水系流域治水協議会

○令和元年度東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、嘉瀬川流域ならびに松浦川流域において、
あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的とした
「第１回 嘉瀬川水系流域治水協議会、松浦川水系流域治水協議会」を開催した。

○各機関における取組内容や、公表資料の内容について、情報共有や意見交換が行われた。

■議論や報告された主な内容
〇「嘉瀬川水系流域治水協議会」、「松浦川水系流域治水協議会」の規約
（案）が審議され、令和2年9月24日付で施行された。

〇流域治水プロジェクトでは、既存の河川整備計画等に基づく整備を進め
ながら、気候変動の影響も考慮して適宜見直しを検討していく必要があ
る。

○各機関の取組内容は、国管理・県管理関係なく、流域で一体となって取
り組んでいく必要がある。

○河川整備計画の変更や事業評価結果等については、今後の幹事会等で関
係者に情報提供していく。

○ため池、クリークの事前放流について、地域の実情に応じた運用ルール
を作成する必要がある。

○ダムの事前放流や、既存のクリーク・ため池を強化することで、流域治
水を強化していく。

○中間とりまとめ公表資料について、掲載内容の確認・合意を得た。
○流域治水協議会では3月末の最終とりまとめ【公表】を予定している。

WEB会議の様子

読売新聞（朝刊）：
令和2年9月25日（金）27面

■実施状況
〇日時：令和２年９月２４日（木）１０：３０～１１：３０
〇会議方式：WEB会議
○出席者：唐津市、伊万里市、武雄市、小城市、佐賀県、気象庁佐賀地方

気象台、九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所、九州地
方整備局佐賀河川事務所、九州地方整備局武雄河川事務所

■議事内容
〇規約の確認
〇流域治水プロジェクトの概要
○各機関の取り組み内容等について
○公表資料の内容確認について


